
事  務  連  絡 

令和３年４月７日 

各都道府県一般廃棄物行政主管部（局）御中 

環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課 

一般廃棄物処理におけるリチウム蓄電池等対策について（事務連絡） 

 廃棄物処理行政の推進については、かねてより御尽力いただき厚く御礼申し上げま

す。 

今般、リチウム蓄電池（リチウムイオン電池を含むリチウム二次電池。以下同じ。）

及びリチウム蓄電池を含む製品が廃棄物となった際、収集・運搬時や処分時にパッカ

ー車や破砕処理施設等で衝撃が加わった際に発火する火災事故等が多発しています。

環境省では、各市町村においてこうした事故等を防止するための対策に早急に取り組

んでいただきたく、令和２年度から「リチウムイオン電池等処理困難物適正処理対策

検討業務」（以下「対策検討業務」という。）を実施しています。各都道府県及び各

市町村の協力を得て、令和２年度対策検討業務の結果を公表しましたので、その他の

取組とともに下記のとおり貴管内市町村等に周知いただき、個別の対策検討及び実施

にご活用いただきますようお願い申し上げます。 

 対策等に当たっては、各市町村において現在実施されている対策事例を参照いただ

くとともに、「リチウムイオン電池の適正処理について」（令和元年８月１日付け環

境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課事務連絡）も再度御確認いただき、

事故の未然防止に早急に取り組んでいただくようお願いいたします。 

記 

１．令和２年度対策検討業務結果等について 

  令和２年度対策検討業務結果では、リチウム蓄電池等に係る製品実態調査、排出

状況調査、事故実態調査、市町村・関係団体・有識者等へのヒアリング結果及びそ

れらに基づく対策検討結果等についてまとめている。 

  また、廃棄物処理施設における発火事故等の未然防止策をより効果的に推進する

ため、令和３年度も引き続き、対策検討業務に取り組む。本対策検討業務において

は、市町村を対象にしたモデル事業の実施（改めて周知予定）や検討会の開催等を

通じ、より効果的な対策集等を整備し、公表する予定である。 

参考：環境省ホームページ（令和２年度対策検討業務結果） 

https://www.env.go.jp/recycle/210407libhoukoku.pdf 
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２．リチウム蓄電池等対策の広報資料について 

廃棄物処理におけるリチウム蓄電池等対策の広報資料として、動画、ポスター、

チラシ等を作成している。住民、排出事業者等におけるリチウム蓄電池等の適切な

排出を促進するとともに、廃棄物処理施設における発火事故等を未然に防止するた

め、各地方公共団体において活用されたい。

参考：環境省ホームページ（リチウムイオン電池関係） 

https://www.env.go.jp/recycle/waste/lithium_1/index.html 

３．（改訂）一般廃棄物会計基準について 

地方公共団体において、リチウム蓄電池に起因する廃棄物処理施設での火災等に

よる修繕費用を財務書類に計上することで、コスト面からの危機意識をもった廃棄

物処理に取り組めるよう一般廃棄物会計基準（平成 19 年６月策定、環境省大臣官

房廃棄物･リサイクル対策部廃棄物対策課）の改訂を行い、令和３年度から運用し

ているため活用されたい。 

４．広域認定制度の新たな対象品目の追加について 

  令和３年２月２日付けで、リチウムイオン電池を含有する「加熱式たばこの廃喫

煙用具」について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）

第９条の９に規定する広域認定制度の新たな対象品目として追加した。メーカー等

を主体とした、加熱式たばこの廃喫煙用具の回収及びリサイクルの取組を促進して

いく。 
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